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独 占 資 本 主 義 段 階 に お  'ける 

労 働 問 題 と 社 会 政 策 (その2)

-最低賃金制と社会保険との関係を中心として（I ) -

飯 田

. " ■  . ■ ■ ；(1) はしがき

⑵ 1909年，イギリス賃金委員会法の意義

⑶ 1911年，イギリス国民保険法の成立につV、て 〔以上本号〕 '
⑷最低賃金法と国民保険法との相関関係-一-イギリス独占資本と社会政策

( 5 ) ドイツ帝国主義政策と社会政策 _
(6) 社会政策におけるイギリス型とドイツ型〔以上続号〕

( 1 )

社会政策とは, 資本主義のある一定の発展段階，具体的には労資の階級対立が社会的矛盾として 

あらわれる産業資本の確立期に，これに触発されて，資本制国家が，労働力保全の立場から,議会 

における立法的手段を媒介として提起するところの政策であり，従ってそれは，何よりも資本制的 

法体系の一 環̂を構成するものとしてあらわれる。このように, 社舍政箄が，ブルジョア的な市民法 

体系のなかに組みいれられる形で実現をみるということは，一体どのような性格を社会政策に付与 

することとなったであろうか。

社会政策が，真にその本来的目的ともいうべき労働力保全を達成するためには,，それを有効なら 

しめるための経済的な裏付けが必要であり，社会政策の費用として，掘家予算の逭要な一項目を成 

すことは当然セある。このよう匕社会政策が国家財政とがかわり合いをもっとすれば,その費用の 

捻出，すなわちその:費用を誰が負担ナるがが蜇犬な問題となら•ざるをえないa 従って，社会政策が 

どのような運命を迪るかは, その费用負担が, 国家財政の上でどのような処置をうけるか-というこ 

とと密接な関速をもっている： これは，社会政策が，そもそも分配政策としであらわれたドイツの 

場合がもづ'とも典型的であるが, ' ！ リスの場合においても，初期工場立法の有名無実化は,実に

注（1) 1870年代のドイツにおいて社会政策学会の創立劣-として，代-表的な講姻社会主義渚，アドルフ… r ダナ--，グスタ 

フ.シュモラーおよびルヨ*プレンタ~ ノは，共通に偷理的色彩を带ぴながらも• それぞれ右派，中闕派および左派として
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この国家予算に象徴される資本制国家の財政政策にあらわれており，. 歴史的な事実として，注目 

されなければならない。従って社会政策の展開は，財政政策をめぐる社会的諸勢力間の_いとして 

あらわれることは容易匕理解できるし，どくに勞働着政党が，「社会主義的イテォロキーを掲げて’
ひとっの政治的勢力と" 出現する独占寶本主義段辩において,：妙 料 は ，: 社 会 的 酬 = 国家財 

政の問題として，支配階級はもちろんのこと，労働者階級もこれを麵に意識することとなるのは’
きわめて自然の成行きというべきであろう。

社会政策が，雜 カ 保 全 を 賴 と す る 始 織 で あ り ，ブルジ3 ァ酶の法縣のなかに組みい 

れられる:とすれば，独占資本主義段階における社会政策として，社会保険と最低賃金制は，帝国主 

義段階における独占資本の財政政策と密接な関連を有している点にこそ，重要な問撾かあ令。

ところでここでわれわれが社会政策の問題として，何故に，社会保険と最低賃金制の問題をとり 

あげるかどいえば，社会政策論の躍は，抽象的論議や訓話的解釈論の上で行なわれるのではなく， 

社会政策がもりとも十全な願を示した動體において，社会政策の麟を’社会難と最低賃 

企制というもっとも具体的な問題に焦点をあてて認識しようと努力し’その本質を解明しようとす 

ることこそが正しいと信ずるからである。すなわち，まず第1 に独占段階における社会政策として， 

この両者はどのような意義をもっか，社会改良としてのそれらの役割，第 2 に，発展した資本主義 

諸国の場合，それらは相互にどのような固係に立っか，そしで第3 に，この両者は，産業資本の段 

階に固有な社会政策としての工場立法と，さらに国家独占資本主義段階における社会政策ともいう 

べき社会保障とどのような_ にあるか，およそこれらの問題を研究対象とじ^考察したいと考え 

るのである。そして何よりも国家財政の上で，社会保険や最低賃金制をはじめとする® 用か，国家 

財政の上ャどのょぅにとりあっかわれているか，この点は独占段階の社会政策の重大な問題である。

灿占咨太主義段階における労働問題と社会政策(その2丄.

—— ウアダナ- は，財政政策的社会政策，シュモラ—は小エ菜政策，プレンターノは労働組合運動モヒ 

て, それぞれその社会政策の理論体系会形づぐるごとに努力したことは, 社会改良政策の顧な構成欺素とも1、う2  S  
政策，階級政策ぉょび労働力政策に光をぁてたものとぃぅことができる。ゥァダナ” の廳的立場は气もて' く，

した財政政策は，社会改位における国家権力の役割にっいての一側面を明らかにしたものとい5 ことかできる/ ぃで 'し=  
間題にっいては，大河内ー毋••独逸社会政策歷あ上卷「第 3 章ワグナ- ， シュモラー， プレンタ-ハ饮河内一爽

著作集第1 巻, 1968年，青林書院）を参照されたい。 ：，， 、かnJふム
. * + ( 2 ) '々ルクスは, 工場立法にっいてっき•のようにのべている。「廳 年 の :!:場法一 綿，羊毛，II麻，絹工場パこ細はれ 

る— 以来初めて，近代て業にとって標準労酬がffiわれる，觀年から 1864年までのイギりスの工場立法の歴史以上に，

' 資本の精神を特徴づけるものはない』(マルクス『资本論J . 纖 文 ，術 . 向坂訳，箱 2 分肌 248頁参照)。またづぎのよ么 

にものべて、、る。r資本はそれが社会而の個々の点でのみ国家— •明る.ば•弩 '•に.は: • 他♦の/ 巧で‘まブ•ます放らてにそだ 

S 合せをするという絶えずくり返される謙であり，第2 は，競命条件の平等すなわち労_取の平等な制限を求める資本 

家たW l身の叫びであるJ ’■(「资本論」宵木斟店，長谷部訳，1957年, _ 580頁)4 . , ,
工場立法の成立は, 国家権力の介入が明確でな、、̂ …銳中段階の産物であるので，本半の社气政ガブ'はなV,、= 、丄f  t  

i る (たとえば徳永帘设「侧 il'■ と社会政浓論」撕 鄉 . 棚 恥 1賴 ，をみよh しかし国— 力は，_競 權 階 ケ  

切ハても,すでにI■ 酿 の ifrt,すなわち工場法_ の経舣出を:雅を協致する談会と•いう形で，介入したのでW  5  
の背後には- 定程度，雞した麵運動の出力がある。また工圾法は，。f 丨占段附に糾、ても，轉 ’f f 割令平了。。社，^  

絲 縫 ら C、ふん4 論 !6こ! ^ 、 命- 七ん紐みふもなぃ9 しかしその麵のモメントと雜纖か資本

主翁の発股段階によって典るにすぎない*
2 (204) 一' ~ ~ ^

独占資本主義段階における労働問題と社会政策(その2 )

( 2 )

周知のように, イギリメ労働代表委負会がイギリス労侧)党と改称した1906年から3 年たづた1909 
年，縫製業, 紙 • ボール紙製造業， レース製造業，. 鎖製造業の4 業種にたいして, 低賃金Q 代表的 

な職種としてイギリスにおいて最初に最低資金制が適用されたが，独占資本主義段おける社会 

政策と\ て，これはJ 体どのような意義をもつものであろうか。注目すべきことは，これがら2 年 

あとの1911年，疾病保険制度とならんで，失業保険制度が制定されるこ.とK  X っ文,国民保険法が 

成立L；たどと'"Cfeる。これによって彳ギリスにおける社会飯策は，新たな段階を:迎えたというごと

ができよう。 ，• , ... . , . ■
世界最初の最低賃金法は，I894年，ニュージ一ランド© 強制仲舞法とI896年 オ 厂 ストラリ了 、 ヴィ

クトリァ州の工場法であるとぃゎれる。資本主， ， ， っと■ 冗で“ ：ィ ザ リ ス ヨ そ

め植民地であるニュージーランドおよびオーストラリアにおいて，G うした立法が可能であったの

|は何故か。とれにはいくつかの® 由が与えられよう。まず第1 に , ニュ一ジーラソドお-よびオース

•bラリアにおいて労働者人口1が少く，とりわけ熟練労働者はきわめて不足しており，そめ結果として

;労働者の賃金は相対的に高くならざるをえなかったことが考えられる。臈大な未開拓地免擁するこ

.れらの地域でほ, 移民どしてイキ:リスをはじめとするョ 一口ッパ諸国がら流入し't；, た发働者は,
工業労働者としての都市に定着ずるよりは，機会をみて土地を取得し，独立自営農民となることを

好み，.幸運な場合には農場主としての安泰な地位:を築くことも，I 9世f 己未；̂で蜱必奢しも本可能で

はながった。このような労働力不足が，たえず「脱労働者化」の途，すだわち身分的土#転化によっ

て保障されている以上，賃金は高くなり，高賃金が伝統的なものとなるのは当然であらて，同じよ

うな現#は，西部のフロンティアが広漠とし仁豊饒地ど：Uて■されて\、だパマヤめアンリ力合衆国

，においてすでにみられたところであった。しかし 1 9 世紀末r 近づくにつれて，ヨ一ぼダパとくに

イギリスにおける独占資本圭義の成立にともなう相対的過剰人口の増大，そのこれらの地域への集

1団的蹲入は，労働市場にも大き'な影響をあたえ，とく 中国人労働着め移民は, 労働力のf供給を過

剰なものとした上に, 賃金がますますおし下げられる傾向を生み出したのであらた。 ところが，イ

ギリス本国をはじめ，ョ一ロッパ各地から移住してきた，労働者は, もt もと高賃余であったために

•生活要求も高ぐ，とくに 1 8 8 0年に, 不熟練労働者を中心とする新組合運動のなかセ，すでに8 時 
■ a h 3) /  ■■

則労働制や最低賃金制の要求が掲げられ，オーストラリアとイギリス本国の労働者に密接な述帯行

注（3 ) —般に新組合迦ffj/jの 01標として， 8 時問労働制と谭低货金制が掲げられるのがつねであるがV 8 吹間労働制.はとも 

かく，、最货制が 1880年代のイギリス労(#璀動'の目標と々ったことはなかった。劣姆時間の烤的规制呤ついても/当 

ノ時の本命的な社会主義者はH 対で; り，穷働組ft■主敦者がこの迪勋に関心を示さなかマちt とは当然であるi 1部6年，

• lV>n» Mannが 「8 時間労働迚盟j ('Eight Hours' League')を《卿して運動をはじめた啤，辛.,くの琿勒家たちは:こ

(205)

卜 '  一 ，一 _ 迦皆★禅柄释嘴̂^碑神が猶魅礎塊嫩為热齡怨鄕凝鱗键题歲餘證纖I說雜鐵鱗鱗禮释纖縫織徽^^靈巍瓦鹽占会織̂ ！̂離盤̂ ^ ^



独占資本主義段階における労働問題と社会政策 (そ の 2')v

勤がはじめら15名ところから，オーストテリアおよびニュージランドにおいても次第に最低賃金制I
れに熱意を示さなかったし， 最初は彼の同志ジョン：•、パーンズもまたこれに反対したほどであった。 ①0na Torr* 
Tom Mann and His Times, V o l.I  (1856-1890), London [Lawrence and Wishart], 1956, p. 212 f f .当時，本命的社. 
会主義が「法定 8 時間労働制に反对せざるをえなかったのは，この運動は本来イギリスにおいては，フェビアン協会.： 

を中心とする人々によって関心をもたれ• . トム• マンははじめこれらの人々の影響令う:け，それと-ほ冬んど同時^111. 
M.ハインドマンを中心とする社会民生連紐のマルクス主義にふれ，その中心的指導者に成長していくのである。すな \ わち彼は最初，フ i ビァン協会ビよって社会主義ハ'の眼を卵がれ. 法定 8.時間労働制の社会政策と:しての意義を認難 

したのである。彼はつぎのようにのべている。 rフェビァン協会は，：社会民主速}^と同じ頃結成されたが，しかしこ 

れとは非常.に異なった人々によって妞設きれた。プェピア'ノ主義者たちは，集会の開他やパシデレッ卜め発行に非常 

に熱心になハた。. シドニ一:•.ゥi ッブ （Sidney Webb)，. .パーナ一ド . •ショネ (Befnard Shaw) , ヒネ一ハ一_ト..•フ..ラ.;. 
.ント（Hubert B la n d ),ウイリアム• クラーク（William C la r k ) ,エドワード♦ピース（Edward Pease) ,、ンドニー. 
オ.リヴ'イ.ァ （Sidney Olivier) およびァン土 一 ■ベザン.トのi - うな知識人た■ちは，. .と■，の独立の組織のなか’で，：彼らが.. 
社会民主連盟の，ある.いは社会主義者同盟のいずれかのメンバ—であフたとしたらI なした夂思われるよりも争ぐの 

■ ことを，おそらくば年ったことであろう。フX ビアン協会は，1885年の終りに，私 に 6*8時間労丨動制j にづいての•’ 
講演をするように招待した。そこでわたしはそれをやったのであるが，まったく好都合なことに亦常によい議論が， 

おこなわれた。ベザント夫人がこれに参加し，私はこの会の終りに話しをしたことを覚えている。これは，私がベ' 
ザント夫人に話しかけた最知であったL そして私は. 彼女め力と勇気とを非常に蒿く評肺していた」 (Tom Mann’Si 
Memoirs, 1923* London [The Labour Publishing Company LTD], p. 5 4 )なお•. Tom Mann .の尊敬した Annie' 
Besant につい七は，彼女の自伝 Annie iBesant, an autobiography, 1893, London [T_ Fisher Unwin] および deo* 
ffrey West, The Life of Annie Besant, 1924, London [Gerald Home L T D ]をみよ。1885年の弓月頃に .彼はす， 

で に S p F に加入していたから，フェビアン主義者とのこの琿顔彳の上での接触は，まことに興味深い。SD Fに参加し 

ながら，思想的にはこれに敵対的なプェビブンの行動と情熱にたいする高V、評価をみるとき，思想的なー贯性をかた.， 

くなに守るよりも，実践の而でこれをどう生かすかとい5 点に道きをおく彼の態啤のな.かに，その結翠として彼力,  
っていく’思想的遍歴の多様性と柔軟さを早くも認めることができるであちう。

ところでH. M .ハインド々ンを中心とする社会民主連盟は，マルグX 主義の影響をうけていたことと，その公式： 

的理解に妨げられて，法定 8 時間労働制の备备备条而念叙について，ま岑しく r革命と改班」の問題として把握する- 
ことができなかった。この考え方をおしすすめたのは， トム. マンや彼に説得されて81#間労働制を支持するようにな： 

ったジs ン ，パ* -ンズの指導によるドック，ストライキを頂点とする新組舍浑動の昂揚の過程その4 ののなかであっ， 

た，このようにして，法足 8 時間労働制は，イデリス労働運動のなかにしっかりと根を下し，マルクスやェシゲルス- 
が， すでに第1 インタ一ナッムナルの運動のなかで提起し示唆したこのスロ一ガン（.これにつし、ては, 拙 箸 rマルク， 

ス主義における单命と改岚J 1966年 （御茶の水書房) のジュネ一ヴ大会以後の記述，同書264頁以後参照。）は，マッチ- 
女工，ガス労働者およびドック労丨勤遙の運動の結果，実現されたのた•ということができる（なお，「8 時間労働制」の - 
運動をめぐるH. M .ハインドアンおよび4社会民主速盟め態度については，彼の自伝，H. M. Hyndman, The Record, 
of an Adventurous Life, 1911, pp.:372〜37,3. • ' Frederick J. Gould, Hyndman, Prophet of Socialism (1842- 
1921) 1928, London [George Allen and Unwin, LTD] pp. 112~113...およびChusWchi Tsuzuki, H. M. Hyndman, 
and British Socialism, edited by Henry Pelling, 1961, Oxford Univ. Press, p. 8 1 ..および Siegfried Bunger,. 
Friedlich Engels und die britische sozialistische Bewegung, 1881-1895, 1962, Berlin, [Rutten und Loening]を.. 
みよ）。 . :.へ .

しかしながら注意すべさことは，新組合運動のなかで，法定最低賃金制という形では，賃金© 求は出されていなか， 

ったことであり，むしちイギリスk おいて，最低賃金制が迎動上の泣紐な問題として意識的にとりあげたのは'1890牟 

代初頭の炭坑労働老であった. （これについては，E. J. Hobsbawm, Labbur^ Turning Point, Nineteenth Centu
ry Vol. .Ill, [History in the Making] 1948, London [Lawrence and Wishart], p. 151, ‘ The Coal W ar’ およぴ 

p. 1 5 3 ,‘ Results of the Coal W ar，をみよ）。 不熟練労働者の問から法足最低赁企制©奴求がでたのではなく，む 

しろ時問あたり货金および仕艰:i ；の最低保障であった《たとえば，波止場労働者の場合，，ドック•ストライキの結來 

として， 1 時問 6 ペンスの最低货企時間外労細1 時問につき8 ぺソス，および1 日会シリング以下を支払われること 

が f cっではならないし， 4 時間の仕讲の保障が獲得されたのであった：(Tom Mann'S Memoirs, ibid,, p. 89)。’ . '
ここで考えられることは，法宠最低货命制は，オーストラリァおよびニユ一ジーラソドで獲得され，そ;K■がむしろ 

- イギリス労働}i 動に影響をあたえたものであり/ こうした驳求を先取りしや形で，190&牟の職業要员会法が出てくる 

のであり，独占段階における社会政策の必然性.における国象権力の揸割が更めてm悦きれなければならなt 、が，この 

点については後段でふれるととにする。 ,
注（4 ) 斩組合迎とくにドック•ストライキにたぃする世界の労働劣め交援と共感の細は多いが，たとえばドック穷拗者_

—— 4 ( 2 0 6 ) ——
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，Wr 作が秘̂ ^撫̂ ^ ^ 热錄緣鄕獅^ ?纖雜錢鐵

/ 独占資本主義段階における労働問題と社会政铪(冬のa)
の運動がたかまり，オーストラリァにおいては，ヴィグトリァ州のin場法として規定きれ，またヒ 

ュ 一 シーランドでは;強:制’仲裁法という形で，それぞれ成立をみためであるが、とくにとの之つは， 

最低賃金法め異な々た气ィプを代表するものであり，後者が労働争識を強制仲栽という形で解決し 

ょうとす态ィの;に対丨して. , ヴィクトリァ州のそれは，いわゆる賃金委員会方式をとりいれたも0 セあ 

ぅた，労使双方おょ.ぴ中立の3 者構成にょり，最低賃金を決定しj ; うとす各ものであり, ョ 一 口 ッ 

パおょびアメリ力合衆国にきわめて大きな影響を及ぽしたのであ(| \ 6>しがし実際丨こはオ一 ストラリ 

ァおょび'ニュ一ジーラン科こおいては，仲裁制度にもどづく最低賃金法が制定I 公ためであるが, 
赍德丨組合運動が，自由な団体交渉を中心として発展しイギリスにおいては; 賃金委員会方式が一  

般に採用ぎれ，1909年，貴金委員会法が成立し，さ，きにめべた4 業種が適用されるに至づためであ

プ . --̂Qo . . . - - •

1909年の賃金委員会法:はその後，1犯2年の炭坑賃(H ，1918年の改正賃金委員会法，.そしてさま 

さまな経過ののち，1945年’の賃金番證会法（\y age Councils Act)となって発展しつづけるめであるが

が苦境におちいっ,たとき，50,000ポンドの援助資金が各地からよせられたが，このうち30.000ポンドは，オ一ストラ 

リアからであったこ；とからもうかがうことができょう。な和この問題については，多くの書物がふれているが（Tom 
Manns Memoirs, ibid., pp. 8 6 fF. A. L. Morton and George Tate, The British Labour Movemeht, 1770-1920,
A History, 1956, London [Lawrence and WishaH】. 古賀良ー訳「イギリス努働運動史」1970年，法政大学出版^  
233頁参照。 '   。

.注（5 ) .これについては’ 黑川俊雄「最低賃金制論 -そめ歴史と通論.j 1如8年，青木書店，28頁以卞おょぴ藤本武「最低

賃金制度の研究」1961年，日本評論新社， 4 頁以下参照。 '
( 6 ) 藤本，上掲窗205頁以下。

，（7 ) わが国における最低賛金制の代表的研究である前記の黒川および藤本両氏は，オーストラリァ，ヴィクトリア州に 

おける賃金委員会方式が，イギリスにおける職業委員会法fc影響をあたえたととろから，ニュージーラシドの強制仲 

裁方式と区別して，その意義を強調しておられる（欺川，前掲-書3会頁以下および藤本，前掲書, . 3 真以下。このご> . 
•は甚本的に正しI 、が，しかし藤本氏が正しく指摘する'よ. うに，.タィクf . リァ州おいてもやがて仲栽法を中心とした 

最低賃金法へと発展するのであり，これがまさにA F L が反分する最大の理由であった。この点についそのくわしい 

摘は，琴野孝「平等主義と世界資本主義一一オーストラ！；ケ強制仲栽制ぼめ起蝻」，社会経済屮结，第 35卷第 3 号• 

. なおこの問!^につ'い.ては.-，. 同 「オーストラリァ社会缚啐の一考察」,' 卩本労|勤協会雑誌，1’966 $ 8 月号が収を参照。

で8 )  F. J. Bayliss, British Wages Councils, 1962, Oxford [Basil Blackwell], p. 2.
ぐ9 〉 1豇2年の’與坑最低貨金;法ぬ炭坑業そのもののもつさまさ•まな条件に規定$れて， l 90d年法とは本質的に相遠して 

いる侧面を、もっている。「地下労働に従事するすべての成年おょび少午労働者に,個別に蕞低賃全鈿を確立しょう.と 

.する.運勒は「大爽拜炭坑夫雄盟」(Miners* Federation of Great B r it a in )に.i っておしザめ ■匕.れたが‘ まず第1 
に各炭坑の穷_ 条件の,差異, 異なれる仕事の伙減, 生I f费の相逯, 貨金率の歴史的な差異などにょっそ，連動はきわ 

.めて困難であった。第:2 f c , スコツトランド地域の各炭坑は，最低貨金制によって,そめ調停委貪会協約イConcilia-
• tion Board/Agreement)が破雄されるのを於それてこれ(■こ反対しだことである。福 ，1912年 1 月 1 8 .0, パ一ミン 

ガムで開かれデこM FG Bの特別大会において，銃一的な最低賃金制■の方向が決議されるのであ幺が• まずもづとも問 

:題め少い出来高労働渚(piece-worker)の最低貨金をきめることが提案され，し般(6地下^呦淀事者の最低貨金の決 

'定は，各地区ご'とに決矩することとなった。 しかしながら, 結局, 成人労働ゼは， 1 交替5 シリシグ, . / i ■、年労働者は 

1 日2 シリソグ，以下を支私われてはならないというこ左を執行委員会は決免レた。ごのような全国ニ率の最低貨金制 

，の瘐求が出てきた背短■は，さきにのベたように，炭坑；!也带の条件によって貨金迪求が興なっており，だどえば，1912 
年 2 月 1 Hおょび:2 日の MかG B の特別会議でけ;，採炭夫め最低貨金靼求が，つ窆のょうな形で決淀されたからでも 

る, すなわち， ’ 、 •
メジテインガムシア…‘… ‘ 7 ，ンリシグ6 ぺンス ン
ヨークシア 

'，ダー’ビジ.ブ 7 シリ.ソグ1.5ペンスから.？.シリング.,6ペンズ



こ-め最低賃金法の成立およびその後の発展の背景としては，いうまでもなぐ，イギリス資本丰義の》 

発展にともなう労働問題の独占段階における諸特徴と，.これに対応す.る国家権力の対応の姿勢を， 

あざやかにみるC とができるであろう。19即年法は，蘭 6 部から1 9 1 1 年までに至る自山党踭庥の1 
社会改良政策のプログラム€>—環を形成ずるものであり，その驾時，_ 迫 L た社会問題に対》もしよ 

.う■とする立法的な意図; っまり老齢年金法, 失業保険法および疾病保険法と同じ性格の，いわげ独' 
占資本主義段階の社会政策であった.ということができる。 ： '
，，しかしながら，最低賃金法は，これらの諸立法と:同じく，. 独占段階に達した社会政策であ:りながv 

-らそのなかでもとりわけ重要なひとつの特徴を刻印されているのであぅX ,丨それは労丨動力商品Iこ 

たいする国家的規制という点で，経済法則にたいする国家権力の介入でありぐ労働力め売手私よび 

買乐の双方にたいして，ともにその自由を制約するという点で画期的な意義をもつものであった<?， 

最低賃金制のはじまりは，少べとも 1 8 8 0年代におけるイギリス資本主義の変貌およびこれにとも

■4トウス . ゥェ一ルズ ‘  ‘ • ？シ■リング 1 . 5 へ ンスから 7 シリン'グ 6 へンス

レづタ—；ぐ/ マ. 7 ぐノリング 2 へンス

ノ — サンバ一ランド ••,***.............. 6 シリング .力4ら 7 シ' リンク 2 へ ノ'フ、まで (

弓ンカシア .*...................... .......…' 7 シ リ ング以上

ミッドランド濟盟.  .......6 シリYグ以上から7 シリング
6 シリング 6 ペンス

サ ゥ ス • ダ一ビシア….....*............ 6 、ンリY グ 4 へソス  ，

―-f ム 0 'ノ リ ノグ i _ b ノ.ス . . .

ノース •ウェールズ ...................... . 6 シリング以上

スコットランド"”？...... .................6 、ン. リング以上 ’
クリーヴy ンド  *•■****：........*，‘•： 5 ’ンリング19ヘンス  ' ス
フォレスト • オ ブ • デイ一ン ••••• 5 シリング10ペンス

ブリスト ノレ. 4 ゾリング i l へ  ノ 

ソマ.一セ 、、, ト 4 ゾリ■ノク11へ ス

.(以上の表は，Page Arnot, The Miners： Years.of Struggle, A History of the Miners' Federation of Great, 
Britain Urom 1910 onwards] London [George Allen and Unwin LTD] 1953, p. 92 によ ;る）,..,..4..グ ,リ’ングから  7
シリングに拡故する貨金势求にたいして，成人採炭夫1 日5 シリング, 少年労®)者2 シリ,ン乂と.V、ケ傘国一率の最低1 

貨金保障の要求となったのである。
この喪求は，国際炭坑夫速盟大会での支持もえられ，炭坑経替老も慎道な検討を約束したの，であっ，たが，■経営者则1 

は，最低保障を伴う形で団体交渉の方式により，各地域怊に最低質金を決足することIこたいじてゆ，. たとえばスコッ.
トランKやゥェールズなどでははげしい反対があり（P. Arnot, ibid., p. 94), MFGBの執行萍と释筲者の交渉は不歸 

に終り, 結局自山党政府の介入を招くこととなった。一方におV、て，当時の支故！階級が，1911部以芣の大規模なス卜 

ライキに悩まされていたことと，他方，ァスキスゆ，自由=帝国主義的样格をもつキヤムべル〒パナマ.'ノ 
, Bannermanにひきつづいて，みずから社会喚良に深い関心を示し，最低貨金の「原則」に胬成する炭螂生の代表とト 

, 一度ならず会見したほどであった。しかし一部の廣坑生は，労使の交渉による最貨制の決定，• とりわは，最低金額の* 
規矩には反対したため. そこで政府は• 間題の解決をはかるため，つぎのような4つの条件を提案した0 であるぃ 

⑴ ，政府は，地下,为•慟從琪者が，I;!分た.ちが支配できない理山から，適.当な最低貨金を•う,る'ことができない場合が'' 
あることについて，慎值な考慮の末，满觅する。 ■

‘ ⑵このような貨金を獅ける湖奴はし各地区の特剠な状況に相择するとりきめによっ，て確実な.も'のと:されること*- 
鹿主が非難されないようにするための遽当な保論条明。 ：

( 3 )政府は，政府によって住命されナこ代表志が出席するパ— テイの間の地区協_会によっ.て，. これらの結論に•臾 

際的な効来をあたえる最善の方法について，双方にあたえる準備がちる.こと* - ，

⑷協議会が適当な時問外に，党全な解決に违しない場合には，その地区で以上の原則が効來があるようになるた
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独占資本生義段階にねける労働問題と社会政策(その2 )

なって坐じだ社会* 労働間題にたいする国家権力の対応めなかに見出される。188さ年，上院は，舍 

汁穷働にかん十名特別委員会（Select Committee on the Sweating .System)、を設置した:が, ' .それ丨:
L そロシドッのイニスト• 土ンドの実態を調奄することによっ弋，、舍汗勞_ が国彖的開題't?あるb  . 
と务発覓ザるととi r ，そめ原因が労德著め生活必需品i 琅樣ずる史不適当な賃金率も乜くぼ仟雄: 
に不相応め貨金氣長時間努働および不衛生な住宅条件の3 つにあることを明らかぬし若!9こめ委 

員会の報告書は，工場法の拡張によづてぐ雇用条件にかんする瑰行法を強化+ るS とを耍汆じだの 

でf c づたが，：じかし賃金にかんす名法的規則によって，これを解決するまセには至ら尨がった。：結 

局，1的碑 -め...「勞働に.かんする’主立;委員会j (Royal Commission on Laiwui4) it, ...ぞめ敎吿に知t ぐ 
そ，舍泞労働‘の原因ぱ,' 家内労働にあ;り/ とわ家内労働者の保護こそが，社会政飨上みもっとも大 

きな問題でもることを明らふにしナこ。かくして， トム• マ ン (Tom Mann)(合同機械工組合;)；Vネリ 

アA •■エイブラハム5 (William Abraham)(サ々ス:• ウェールズ炭坑夫組^ r) ぐおよびジ戈ームズ : モ一ス， 

リ ー (James M a w d esley )(綿紛績エ合）は，少数者報告書においてこれをうけいれ，家内労働者の 

保 を , ：E場法の拡張において実現しためであるふ

家内労働者の生活実態の滦刻さは，しばしば語られるところであるが,そうした著作や務蒙的努 

力によって. 广国民反苦汗労働連盟」(National Anti-Sweating League)の蓮勤が展能きれ，’それが最佐 

賃金制鈿定への運動につながる:のである。すなわち家内労働こそぼ，一*方において低賃金の瘟床で 

おるとともに，それがまさしぐ工場穷働でばなく家内労働であることによって工場法の適用をi ぬ

めに，政府によって任命された代表者が，主毁な点を共同で決定すること（ibid., pp. 99_1C0)。

以上の政府提案にたW、し，炭坑夫連盟は, 採炭夫の最低賃金率の2月6 特別会議で採択された額セなけれは•ならねと 

と，そして強制仲裁に反対であることを明らかにした。炭坑経営者は政府の強制仲栽をうけいれようとしたが，各地 

区によゥて見解がわかれ，_ 提案は実現をみることなくして終づた。. かぐしで id lS 年の大ストライ年がはじま‘  
た。1000, 000人の炭坑孝がこれ丨こ参加し，深刻な衝擊をあたえた。ァスキスは, 雇主に，最低賃金を支払わせよう 

とする条令の制定を決意したのであるが，最低賃金法案には，具体的な金額は叨示されていなかった。MFGBの大会 

はI 月20日，出来高労働箸を除ぐすべての成人労_ 者にたいして1月 5 ペン'ス•‘ 14歳の少平fcたいしては2ペシス

の最低賃金を主張してゆずらず，労働党の修正提案が杏決され，MFGBは，ストライキに入るべきかどうかについ 

て，.決断しなければならず，ストライキの継続は，M FG Bを放大な苊機に迫い込むことはいま今叨らかであづナこ。 

このような炭坑労働者のはげしい運動の背後には, ジュ一ムズ• コノ,！； 一 (James Connolly)や トム• マ ン (Tom 
M a n n )などを中心とするサンデイ力リズムの影響があったことは明らかであり，組合内部に闕中方針をめぐ。て対 

立がおこり，結局，政府提案の1912年法が成立したのである。それによれば，まず第1 に地区委員会（District Board) 
は，^ 般の地区貨金率（Gen0ral District R a te )よりも高い，もしくは低い特別の最低額を規定する権限をもち,ま

1 ;た特別の地区規則(District R ule)は，一般的な規則が適用されないグル一ブや飽贸の鉱山に適用されるとととなっ 

たとと，第 2 に，速合地区委員会の各議丧（労使双方の間に一致が欠けている場合には,商務省がこれを任命するの 

であるが）は，キャステイング• ヴォートを握ることができるだけでなぐ最低賃金率やその規則が, 3週丨相以内にも 

しくはさらに適当な時に決宠しないならば，あらゆる沐矩をする権限を有することが規矩されたのである（Pa舴 Ar*
> not, ibid., p. 119)。ここで注目すべきととは, この法淨は，独占資本の代表者たる政府が, 丁度 1894年のニュ一ジー 

ランドの強制仲裁法の如き, ストヲイキを叙!® する性格をもつところの炭坑貧金法を,労働者の反対をおしきづて成立 

させたことである（藤本武，前掲書, 4 4 頁>。その背鏔には，炭坑夫の組合が強力な大組合であづたこ‘と,炭坑夫の 

驳求をいれることは，炭価の？ストをひき上げ，ひいては，イギリス库業の競争力を弱める姑來をもたらすことなど 

であづて，その意味で，1912牟法は1909年法とは質的に異なった性格をもつ，

注 (10) F. J. Bayliss, British Wages,Councils, 1962, Oxford (Basil Blackwell),p, 2. : .
*— ~  7 (2 0 9 y --------------------- -
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独占資本主義段階における労働問題と社会政策(その2)
がれ’ とりわけ独占資本主義段階には下請けとして，巨大資本の榨取の対象となったのである。家 

内労働者を人間的生存の極限にまで追いやった自由放任主義の賃金政策が，独占資本主義の到来に 

よって，最低賃金制を必然化した社会経済的背景は，イギリス資本主義の産業構造の考察ときりは 

なしては論じえない問題である。世界で最初に産業革命を経験し，世界市場の独占を確保したイギ 

リスは，機械制大工業の成立にもかかわらず，相対的に技術的低水準にあった。万能エ的熟練工が 

生産の中核をなし，彼らが雇主との下請契約を結び，不熟練労働者が熟練労働者の助手として雇用 

されるという二重の雇用関係が，木綿工業妨績部門，一部の機械産寒および石炭業に, . 19世紀最後
(注11)

の 2 5 年間まで残存したといわれる。 しかしこのような下請企業が本来支配的な領域は中小伞業'?
あP て，たとえば, ロンドンの衣服製造業などの消費財産業，パーミンガムやシヱフィールドなど

の金属加5?暴においては， とくにいちじるしかった。このような下請制を可能にしたもっとも大き

な原因は，主として大量生産では不可能な多種少量生産方式であっ今こといわれる。すなわちバ一ミ

ンガ:人および Black C o u n tr yといわれるミ：ッドラソドでは，工場制度を確立した鉄鋼業とその生
(ftl3)

產物としての錬鉄を原料として家内工業生産を営む金属加工業との併存，このような条件の下で，； 

小親方階層は，自分の家族や数人の徒弟および職人とともに働いており，原料の供給，運転資金お 

よび製品の販売などは，当然に問屋に依存しなければならなかった。

以上のような条件の下においては下請労働者の賃金労働者の賃金はひどく，1878年 め 「工場押よ 

び仕事場法」 (41 and 42 Vict.，C .16. An Act to Consolidate and Amend the Law Relating,to Factories 
and Workshops) i t , 児童および若年者を雇用しない婦人仕事場とともに，家族が就業する家内仕事

場の増加は，午前 6 時から午後9 時まで，ま た 1891年法 (54 arid 55 .Vict., C. 75, An Act to Amend
■ - . . • . . . . . .the Law Relating to Factories and Workshops) ■は，第'1 3条において，婦人仕拿場の労働時間を，午前

6 時から午後1 0時までの間の特定の1 2時間以内としたが，家内仕事場では婦人労働はまったく規' ， • へ 「 . ...ン .
制されることがなかった。極端な長時間労働，“非衛生的な状態, 俾貨金が, 下請= 二重の搾取関係に 

規定されて，家内工業= 苦汗產業仁る傾向をおびざるをえなかったのである。かくして下請制の下

注（1 1 ) この問題については，H. A. Turner, Trade Union Growth, Structure and Policy, A Comparative Study of 
, the Cotton Unions, London [George Allen and Unwin LTD], 1962, p p .180 ff. Jefferys, Story of Engineers, 

1945• および邦文としては， 前川蓊ー「イギリス労働組合主義の発展—— 新組合主義を中心にして一j, ミネルヴ 

ナ書房，1郎5年，1?頁以下，および徳永IE良 ,「イギリス貨労慟史の研究—— 帝国主義段階丨こおける労働問題の展開j 
法政大学出版局，1967年，65頁以下，E. J. Bobsbawm, Labouring Men, Studies in the History of Labour, 1964, 
釣木幹久•永弁義雄rイギリス労働史研究」ミネルヴア房，19紐年，274頁以下参照。 また相沢与一「独占形成期 

のイギリス炭鉱業における貨労働J (一) (ニ)，「フェビアン研究J 第17巻第9号をもみよe 1
( 1 2 ) これについては,’ J. H. Clapham, An EJconomic History of Modern Britain, V o l .I I ,1926, G, I, H. Lloyd, 

The Cutlery Trades, an Historical Essay in tho Economics of Small-Scale Production, London, 1913, G. C. 
Allen, The Industrial Development of Birmingham and tho Black Country 1860-1927, Lohdon, 1929. および 

Sidney Pollard, A History of Labour in Sheflleld, Liverpool Univ. Press, 1^59.などがIB要:であるが，邦文では， 

外池正治「英国産栗化過程と小エ樂j , 一橘大学「経济研究j 3 所収，• をみよ，

(13) Pollard, ibid., p. 202. ，

(14) B. L. Hutchins and A. Harrison, A History of Factory Legislati6n, 1911,pp‘ 212-213,
 8 (210)  -----
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独占資本生義段階における労働問題と社会政策(ギの2 ).
で，家内工業とそめ労働者は，マニュファクチュアまたは問屋の外業部に転化させられ，低賃金の 

温床として, 資本<6—層の収奪をうけなければならなか^ 為。

だがそればかりではなかった。家内労働者をふぐめて，一般に；低熟練ないし不熟練労働者を危 

機的な状況に追い込んだものとして1 8 7 3年恐慌の意味が重要である。この大不況を契機として， 

その独占的地位を喪失し，Gfeat £)eppre^ion,1873〜1896年以来,テ义リ另およびドイツにおける 

新鋭の技術の採用， ドイツにおいて典型的にみられたネルデル..トラストなどのすぐれた独占的組 

織と囯家による手厚い保護を背景とする進出などによづで，イギリスは世界市場において防衛的立 

場に立たしめられたのであって，ここにこれに対抗するイギリス独占資本の新たな運動がはじまら 

なければならない必然性があった。 パ ン  .：■ \
それなら'ば, この大不況は，独占段階におげる社会政策，とりわけ最低賃金制め成立とどめよう 

なかがわり合いをもっていたのであろうか。問題は, づぎの点に集約することができよう。まず第一 

に，大不況は従来，イギリス帝国にたいして海外市場において，ほとんど独占的地位を許していた 

綿工業にたいして決定的な衝撃をあたえ，世界市場の征覇をめぐるイギリス, ドイツ，アメリガ合 

衆国およびブランスなどの先進資本主義諸国は，.重工業とくに鉄鋼業を中心とする輸出市場をめぐ
(注16) '

ってはげしく対立したa 恐慌の結果は,r占い伝統を有し，技術革翁を行V、つつも，1866年恐慌以来，基 

軸産業としての地位を失い，次第に長期的停滞におち込まざるをえなかヴた蹲維産業において,も 

っともはげしく感じられたd そして恐慌の克服のための-丰段としてとられた政策こそ，まず第1 に， 

価格の急激な低下とこれを槓杆とする販売市場の拡大，機械労働による手工業労働の駆逐，その結 

果として下請企業に働く繊維産業労働者めぎり下げが行なわれたことであ(差。》第 2 は，.繊維産業の 

みならず，機械金属工業などにおいても，大工業は中小企業にその犠牲を転嫁し，あるいはこれを 

おしつぶすことにより，利潤を確保することによづて，恐慌からの脱出をはかろうとしたことであり, 
それは，バニミンガム地方を中心とする機械金属工業地帯の低賃金構造の固宠化をもたらしたので 

あるン第3 に，世界質易に従来まったく参加^:ず，あるいは世界市填にくみ入れられなかった地域， 

プジア一一たとえば中国および日本一一やラテン• アメリ力諸国などに恐慌の重圧が転嫁され,侵 

略戦争がおしすすめられるキ恭がブをつくり出す。ボア戦争はこの点で重要な意義を.もつ。最後 

に恐憐の重圧を発達した資本主義諸国に転鹼し，これを克服しようとする結果,海外市場における 

競争が激化し，19世紀最後の3 分の 1 期においてイギリスの強力な競争相手となったドイツ帝国主
_  (注18)
義との間に決宠的な対立を生み出したのであった。

注 ( 1 5 ) これについては，高橘克嘉 rケ工ッブの労働間題研究—— 祕此紀末イギリスの家内工業•小工業の貨労働研究净説 

一 j [プエビアン研究] , 1961年 6 月，が興味深いゲ

(16) 土 !； ‘ ァ • メソ ザ P ソン「恐慌の理論の歴史J 绾 1分冊，W木書估，1960年, 222頁，297頁および302H参照. .
( 1 7 ) エリ • ア . メンデリゾン•前揭齓 2的頁以下。

( 1 8 ) 前掲書，299頁。
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独占資本主義段階feおげる労働問題と社会政策(その2)
要ずるにイギリス資本主義が，帝国主義に転化することによって虫じだ諸矛盾にた“ して，まず 

労働者階級の抵抗は，つぎのような形であらわれた。失業者の増大による社会不安の醸成，低貨金 

労磡老 • 半失業者を中心とする新組合運動の発展, 社会主義運動におけるマルグス主義とI L P そ 

してブエビブシ主義の勃興など，総体どしでの労働者階級の抵抗運動の頭まりがみられ， 8 時間労 

働制 'ど最低賃金め•保障が, ' 運動の目標として掲げられるようになるr つぎにこうした国内的な危機 

に 直 面 て , プルジゴア階級および政府の側！にもいちじるしい反応がみられた。まずブルジヨマ階 

鈒内部における分裂であり，これを反映して政府の労働政策にいちじるしい変化があらわれたこと

でぁる。、: ソ、 . . ' : : ..ごいへ：. . ，：：' . '.ぐ: ：: . : : : . •  ’ •' ，パ:::』 く ■ V...:.' ' '
イギリス資本主義の危機を象徴するこのような事態にたいして,もっとも敏感な反応を示したの 

はブルジa ア急進主義者め左派であづ•て，彼らは, 19世紀末.イギリス独占資本主義の頹廃のなかに， 

大英^?国それ自体の前途に横たわる不吉な徴候を洞察し，ちれらを実際的な調査研究に結実させる 

ごとによづて，当時の.世論ならかに支配階級にたいして深刻な動揺をあたえた。チ十“ ルス.'ブニ 

■ス■ (Charles Booth) ■とシ一ボー>A ’• y ゥン，ト.リ_ (Seebohm R ow ntree)..がそれで'あり，彼;ら.の研究成果， 

の上に立ぅて，最低賃金法制定め運動に貢献したディルク夫妻があげられねばならない。ブ一スは， 

1889年前後に行なわれたその蹈大な研究(C ^ rks Booth, Life and Labour in London, 1889 — 1901, 17Vols.) 
において，またラゥ、イ ト リーは,地方都市ヨーグを対象とする労働者調査 (Seebohm Rowntree, Po
verty, a Study of Town Life, 1 8 9 9 )に.おいて，労働者階級の非常に多ぐの部分を:しめる低賃金労 

働者，半失業者層の生活実態を調査し, 政府および世論にたいし，その対策の緊急性を訴えたので 

あった。こう.したブルジヨア急進主義者の思想と行動を支配したもp として，まず第Lに考えられ 

ることは, 1889年，新組合運動のクライマックスを成したかの歴史的なドッグ‘ストライキによる
(注19)

深刻な影響であり，第 2 にこれと不可分め形で，労働者階級の間に，次第に深く浸透しつつあった 

マルクス主義的思想をはじめとす苓社会主義思想への警戒の念であった。この急進派のらき上げを 

方においてうけながら，自由党政府はイギリス資本主義の体制的危機を深めるものとして，茧命 

的労働運動， とりわけ新組合運動への革命的思想の浸透にたいして，折りから深まりつつあった恐 

慌に乘じて新組合運動に反撃を加え，タッフ• ヴエール事件にみられるような弾圧政策に手をかす
(注 20)

と同時に, 外にたいしては，ボブ戦争をひきおこし，その矛盾を围外に外らそうとする。このよう 

な弾圧政策にたいして，労働者階級は，1900年に, 労働代表委員会の成立，i906年には労働党と改 

称，同時にタッフ • ヴ:c 一ル判決をくつがえす労働争議法の成立によって，イギリス労働運動は新

注(1 9 ) .たとえば，Beatrice Webb, My Apprenticeahipにはドック. ス.ト9 イキによって，彼女がうけた深刻な影響が率 
姐に語られXいる。 ハ . V . ，. ■ .

( 2 0 ) タッフ• ヴx イル咐件を生み出した涿卯気は, . ボア丨映爭にみられるイギリス帝国主義政策と不可分である.イギリ 

ス帝_ 主義とボア戦争との間係については, 入江節次6丨{ 「独占資本イギリ夕、へ の 途 一一现代への序第 3 章 噺 帝  

国主義の時代] , またタッフ‘ ヴ :c イル市仲については，佐跹稔「イギリ夂産衆-別糾合成立t o ミネルヴブ_ 筋 1971 
尔を参照， ’ ノ

■ ' ■ . ._ .'へ . v

独占資本主義段階に柄け.る労働問題と社会政策(そ吵2)
1̂ 、展筚をひらぐこ告とをった今で斧斧。19〇9年の賃傘委辱会法は，剪こ, . このような背景の下を, 
独占資本主義段階に和ける社会政策として誕生をみることとなづたのである。 ■ 

1如9年の最傳賃傘法制矩の渴程について,かみたんにふれるならば,:すでにQ ベたような状況0  
下で, ，與論は，最低貧金や法的規制を亥持する方向に動V vき，と< ^ j：1:906年の総選挙%おいて, 
労働党が一躍そ(0議席絮30名に増加斧せたことが有利に作用したことゆ疑いない。十でに1888弟上 

，院には，：。「古汗労働にかんする特別委員会」（Select Committee on the Sweating System )，が設け'—られ， 

苦汗箩働が国家的な課題として調査研究され,たとえばこの調査員の分とりとして参加した後のY 
.トニ” . • 'ゥ ッ .プ.夫人，..ベァトリ.一ス，..ポ:ッ，タ.一は，，.「苦汗労働者は全国民である」('the sweater is

(注 21)  >

in fact, the ,w h q le.'n ationとのべている.が，..'—その後，/ 1891.年' , .下院に1 おいて .「公IE賃金j 決議が 

なされ，これにつづいで1即4 年，ザ働にをんする王立委員会 j は, 「萤汗労働9 得源は,家庭内 

で行なわれる手工業労働疼あ夸」；と結論づけたのである。「少数者報告書j は, こ'の.分析をうけつ仏 

家内労働者の保護政策を，エ蟑法の拡張のなかに求やたのであった„ こうした動きのなかで, 1906 
年，「ディリ 一 • ニューズ」（Daily N e w s)紙主催のロンドイのククイ一.ン • ホール^1.お け る 「苦汗 

展覧会』ゃ, 1907年 , G. B. Shaw, H. G. W e l lsおよびU  H. C h estertonらを中心とする「国民反 

苦汗連盟」の結成により，ー麟の関心はたかめられたが, ；の運動のなかでとくに印象的なもの咚， 

この展覧会に出席して感銘をうけた:イートン校の校長V ,ヤャI ン.リトルト 'イ (Canon Lyttleton) の 

活動であった。彼は，この展覧会において, イートン校で使用されるラダット• ボ一ルが，; 実i t チ 

—プ . レイバーの產物であり，1 時間あたり1‘ 5 ペン.ス，すなわち週平均6 タリイダという低賃金を 

支払われる婦人家内労働者によって生産されているという事実を知り, のちに_ 業委員会法. (Tmde 
Boards Act) やなかに用いられたp と同じ型の自発的夂賃金委員舍をつくり，より高い賃金の支孤 

いを可能にするような方法が考案されたことは，質金委員会方式の成立にたいして，大きな示唆を
(注 23) . '

あたえたものということができよう。こQ展覧会にひきつづいて，反苦汗連盟は1即6 年 1 0月，労

働.組合, 協同組合，独立労働党およぴ社佘稃主連盟からの代表者341 名を寒めて，最俾賃牵協雞会

(Conference on a Minimum W a g e)を開催し, 法定最低賃金制の実现を訴えたのである。これに/こい

して自由党政府は,孝ず第1 に I8 9 6 年，ォーろトラリア，ヴィク,トリア州片おいて制定された實

金委員会方式を調查するための—擊員会を任命し，オーろトラリア方為がイデリスに適用しうるかど

*)かを検討することとなった& と，フぎに:1908年 2 月，「疼^!労働丨C力、んする特別_ 員会j (Select
Committee on Homework).:を.下院に設 ..ける_こと:とな,りr  苦汁產寒に働く勞働者か:ら樂や..ら.れナこ証_ 本，

• , . ■ . . . ■

注(2 1 ).Beatrice Potter, Tho Lords and Sweating System, (ThQ Nineteenth Century，Vol.37, * No. 160，Jan. 1890), 
p. 889 (infercd from F. J. Bayliss, British Wage Councils, Oxford, 1962, p. 2.

( 2 2 ) これについては，前掲，高橋氏の「ウェッブ夫誔の労働問題研究j をみよv そしてとくにそのなかのBoatr丨ce.の 

見解にたいする批判に注目， . ； :し:
(23) Bayliss, ibid., pp* 3-4. v ハ マ ；

u ( 2 i a ) -



独占資本主義段階におけ各勞慟Pr9鹿と社会政策(その 2)
反苦汗連盟め指導者たちによって委員会に提出され，その結果として, 立法的手段による以外に，

苦汗労働を克服する方法がなぃととを明らかにした。この最低賃金法め制走につぃて，1898年以来， 

数度虼わたづて，自己の最低賃金法案を下院に提出し，通過させるのに大きな努力を払ったチャール 

. . ズ • ディルク卿（Sii4 Charles D ilk e )め活動はアルフレッK . ア.ィーキンの活躍ととも‘にきわめて印 

象的セ'んったが, それはともかくとし't , 彼の法案は，独立の議長と労資同数の代表という3 者構成 

とぃう点では，オーストラリア方式をとりいれ, 該当する産業のすべての雇主を拘束するものとし，

, その施行を監視するための強制的な監督制度をもつとぃうものであったトこの場合，最低賃金制を
他24)

ぃ 、 支えた理論としては，国民的最低限 (Natibhal M inimum)とぃう考え方であり， この思想はまた社 

会保睑法制定の間題においても，その基抵をなすものであったことは注目されなければならない。

いうま七もかく, こめ1909年の職業委負会法の画期的意義は， 勞働カ商品の売買に， 国家権力

1! が直接的に介ス:することを讨能にした点にあるのであるが, 、これにたいしては，当然,はげしい反

対がみられためで•あって, しかもそめ反対理由が， 工場法にたいする反対と同巧異曲であったこ 

f ば，また逆の観点からぃえば，最低賃4 の法的規則は,公正韓争の原則の貫徹のために必要で 

あもと、、うことも意味しg r この法律ではしかし，国家の労便関係における役割は最小限におさえ 

:られ，その実際的な効果としては，委員会のメシバーに賃金決定が住された点に特徴がみられた。 

すなわち闺家は，実際の賃金額を決定することはせず，ただ委貞会が決定したことを強制する権限 

を行使したにすぎなぃ。その意味にお'ぃて委員会は，'產業の自活め萌芽的形態として理解されるよ 

う迖なら，同時に自主的な団体交渉をおしすすめる媒体ともなったのであった。少くとも婦人労働 

者め場合, 組合結成への大きな礎石と汝ったことは疑ぃない。 '
ところでこの4 業種で，あるが, いわば実験のナこめに選は:れためであって，まず第1 に既製服およ 

び洋服卸売業の場合は，ロンドンはもちろん，イギリス全体にひろがっている職種であり，文化およ 

びボール箱製造業は，専門の企業だけでなく多くめ産業におぃて行なわれてぃた。また鎖製造およ 

び機械編みめレースおよび網の仕上げおよび修班は，婦入の低賃金労働を搾取するものとして惡名 

.高ぃものであっ控そしてこの4 業種に雇用された労働者は，4 0 0 ,0 0 0人という掘大な数にのぼり， 

その圧倒的大部分が婦人であぅたこb に大きな問題があった。ところで各職業における最低賃金め 

' 具体的な決定方式としては，必要とあらば職業萎員会の委負の投票によって最低蒔間貨金もしくは 

一般的な最低出来滷貨率金決定しなけ各’ばならなかった。 4 業種のうち，最低賃率のきまり方めも 

' ^ともおそかったのは洋服仕立樂であり， 1912年 2 月まで正式に決定をみるに至らなかったといわ

注 (24) Webb, Industrial Demdtracy, 1920, pp. 766-84. ‘
(25) Bayliss, ibid” p. 7.

'  ( 2 6 ) 藤 本 此 相 j揭 25〜26；良  :

(27) Bayliss, ibid” pp. 9-10. •
<28) Bayliss, ibid” p . 10.
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独由資本主義段齡に袷分名赍働問酿>•好匈^ 馀 の 2 す

れるか，もゥとも单く決淀されたのは鑛製造における婦人め賃率であり；時間給么5 ぺジ;k , 遒色 

シリングであつで，そのうち， 3 シリシグ9 々ンズは , 锻洽吾使用料としてさしびかれだがら，幾 , 
り 1 1 シリンク3 ペンスということになり，以前の週5 シリングないし6 シリングよゲもはるかビ 

上昇したことは事実であつたが，熟練労働者の貴基が3 5 シリソグ以i i であったととを#是る左 

週 5 4 時間というかなザ長い労働時間とも関速して，きわめて低かづたとぃぅことができるセぁろ.

このようにして出来上ったlg o g年の職業委員会法は, 1913年に至 3 て，さらに5 業種，すなわ . 
ち 80, 0 0 0人め労働者を擁する砂糖菓子製造 50, 0 0 0人が従事十るクャク製迤樂, 1ち，0 0 0人の资: 
働者か働ぐ中空状製品（hollow-ware)，およびアイルランドf c限られ, 5, 0 0 0 人が链事音'る綿おJ：び' 
リンネル刺しゆうに拡大されたが， しかし1沿3年に設立されたこれらの委員会は卜血さ牵翁i 次忡 

芥大戦の勃発によって，これらの職種においではン法定最低賃金は実施をみることなぐして終七た。. 
最低;k 金制か新たに脚光を浴びて金德するのは，第 1 次大戦後の纽 8 年であ名が，これは1姐 牵  

ロイド • ジ3 — ジ内間の下での失業保険法と童要な関連をもつのであって，こ れ ら つ い そぼ後に 

ふれるとして，その原理ともいうべき1 ^ 1 年，国民保睑法成立の過程についヤふれ，こめ両者め， 

関連のなb で，独占資本主義段瞎における社会政策の特質に勹いて究明+ るこ ふ に し ょ う . ，

( 3 )

社会保険がもっとも早く発展したのは，扃知のように 1 9 世紀末のドイツ, ビメマルク治下の$  
会主義鎮圧法との関連であったことはよく知られている。それが「飴と鞭」6 政策セある以上,社

会民主党は，このビスマルクの政策に徹底的に反対しチこのは, 何より.もそれが貧民救助的な政策で. 
あつたからであるD I8 8 4年，炎害保険法が可決成立し，すでに 18 83年^:成立しだ疾病保険法と% 
らんで，社会政策の重耍な柱とき;Hたのである。このようなビスマルタの社会保険法力;登場ずる勝

注(29) Ibid., pp. 10-11.
(30) Franz Mehring, Geschichte der deutschen ^ozialdemokratie, Bd. 2 (Gesammelte W e r k e )见 利 ..乎 井 . 他共訳.. 

r ドイツ社会民主车義史j ミネルヴア窖房，1968年のなかで，メ一リングは, つぎのようにのべている。「政 府の（•社 .' 
会改革j の本来の核心は，すでに明らかであった。政府と議会内のブルジョァ多数派は，疾病保瞼と炎褂保険を,目 

的に反する仕方でつなぎ合わせ, 宵史と経営渚が多く発言権をもも, 労_ 沓はほとんど発言拖をもたないレルジョァ，

的官僚組織のおf匕けを作りもげた。近代的労働問坪が存在す名ょうになって以来， 『社会改革』の锫祌ふらする f協，

同組織』は，つねにどこでも労働者階級の機関とみなされてきた。《■国民生活の现奐的な諸力j とそめ r道徳的驻礎 ...
をー~ こう勅語はttlE fc物語っヤいる一搾取する資本のなかに見出し；_■赏僚6 保；趣のも..とKこ6 資本の.機関をつぐ 

り出したことは， ビスマルクの阔期的な業續であったムここ1こ往目すべ# ことは， ビスマノレク6 社会政策株系が,ユ 

ンカー的拖力とブルジョァ的な利益との妥防として成り立ったことを叨らかにしており, 深まり6 ぐ体_ 的痛機に対-
処 しよう とする社会改良策として提出されたことである。従ってここには, 努傾迦麻め政*接的な影響は感じられなG  
し，むしろ， *"上からのj ("von oben*')思忠的色彩をおびていた。 しかしそれが來どレて劣:_ 力铋全をも乾らす?- 
ものであることによって/ 本来の社会政策と呼ばれるに値^ る，
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钟 f 咨本ホ翁份階における，於働問題と社会政策 (.その 2 )

史的必然性は， 3 一 'ッぺ全体p 疼けん^ひろがっていた共済制舆T あって， ドィ、、’の場合には，

共济金庫制度としてあらわれ，とく J:こ炭坑労雜者の間をは坑未共済とい う根萝い,組織となってあら 

わ れた のである。 , . 丨 ；:
坑夫共済金庫は，く疾病r 俸害，，廃疾および死なに_ して一定P 金銭を支铪レ，これにたいし加入 

者_ 出の義務があり，地域によってそ_ 入が強制きれた。1肪4 年 4 厚 价 月 ，プ ^セ ン 政 府  

は’ 鉱山，精鍊所，採诲所にたいして，坑夫共済金庫の結成を強制する法律を公亦した。そしてこ 

の内容 吟 却 65年 6 月， プp イキン鉱業法が削寒されるにあ和って，そや夺かにとりいれられ，こ 

こにドイぞ難保険の歴史がはじまった9 である。_ にみるように， ドイ巧騎済制度咚，国家 

権力による強制的な共済制度の形女とつ牟こオこいレ，イギリ•スの場合は* これとは異なって，き 

わ•めす任意な自由な組織として発展した。 :: > 'へ' '  ’ ■ i •
イギリスの場合, 共済組合ゆただ炭坑とV、うブ瞵種で組織冷れてV、ナこだけでなく，地域的および職 

業別の2 っの組鑛的傾向をもっていた。聰^を中心にして発展 1̂ た組釋^ ，、やかて18世f己後半以後 

の労働組合運動の発展のなかでこれ.と辱淆し，あるいはこれと同化する過程を啤るのであるか，地す疼 

.を中心とした井済铒合は, 次第に全国的に巨大な共済組織と爷ったP である。このような民間での 

勤労者を中心とした自主的な井済組合の広はんな発展の上丨こ，社会保険制障が築かれるのであるが， .、 

それが国家権力を槓杆とする強制保険として，まさしく独占資本主義段階においてあらわれなけれ 

• ifならなかったのは何故か。こうした政策を支えた重要な背景として，共済制度の広はんな普及と 

ならんで, いわゆる公的扶助として長い歴史をもつ救貧法の存在に注目しないわけにはレ、かない。

T農民の土地からの清掃」の結果としての大量の浮浪人の存在，資本の本源的蓄積期.にあらわれた 

このプロ レタリアートにたいする絶対丰義権力の労働政策として，ェ リザベス救貧法があるが, こ 

れは1572.年〜I57 6年の諸立法によって実質的,に完成し, ' 1597年法と 1601年法によって最終的形 

麓をとったのであるが, 1601年以後 1抑4 年p 新救貧法に至るまち実質的に重要な変更はみ‘られ 

.なかったといわU S 。その後 1抑4 年以後，JC貧法はどのようにして発展したのであろうか。

1834印•法は，周知のように院外救助. （out-dool* re lie f)を排除することによっ〔，' 「労働ぬ力をもつ 

智伊 . にたいして，きわめてドラスティ.ツクな改革食断行したのであった。すなわちそれは’疾病
■ ' • _ ■ ■ r ■ •. - ' 1 1
— 注(31> ^ 々一, 「社 会 保 険 波 雛 I，1963年，.98—99頁，な扣'これぞこついては，岛崎喑哉「Pirektionsprinzipと坑夫金

版 (一)およひ•(ニ）（靡学論繁第 4 _ 4 号および第5猶 3 号) をみよ。これによれば，( _ 病にたいし，無料

で眩瘵および够剤の給付を行うこと，⑵本人の過失にもとづかない疾病にたいしては，その期問中，疚讷手当金を艾

給すること，（3)B1[大な過失にもとづかないで労働不能におちいった場合には，疼病年金女支給すること，（4難葬例’こ

たいする補助を行うこと，⑶许婚するまでの問の媒婦の救済を行うこと，（6)逝児と廃疾者の子供にたいしては，14歳

, に违するまで教背—を支給することが規定されている。

(32) P. H. J, H„ Gosddn, Friendly Society in England, 1815-1875, 1906, p . 1 1 . J. M. Baernreither, English
Association, translated by Alice Taylor, 1889, pp .156 ff*

, ( 3 3 )小山路奶••イギリス救贫法史論j P本評論社, 1962牟，35贳参照。なお]^3;1苹法の社金於策的意義については大前 

湖郎「英㈤■嫩策史汴説J 右 斐 吼 1961年，を令よ。 . ，

一 一 1 A { 2 1 6 )
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独占資本主義段階におけ名夯働間題と- 会 政 策 2 )

貧民めみに適用さK るにとどまり，その場合でさえ，きわめて苛酷な待遇に甘ん1：なければならな 

かった。資本の救貧院にたいする恐怖と嫌惡とを武器とする節約め強行の結果として，:,救貧院の収 

容者は，主として病弱者，不具者および慢性病者によって, すなわち疾病貧民によろ弋占めち;f i名 

’に至った。.:すでに 1 8 4 4年に，. .フ.リ一ド.リ：ッ:ヒ 土 ン W レスが描い.てV、.る.:.よう'}1匕,.’ tr.レ..令.丨：̂  ^  
天然痕その他の惡疫か再三搏四来襲し，これに対妞するため^:， I848年，最初の「公衆 ;衛坐法 j

• , (注邪） •(Public Health A c t )が制定され，1862 年がら6 5年にかてのジフテリアをはじめとす冬各薇の倍染 

病の流行は，救貧法における公的負担を増大させる'結果となったンこのような公的費用の增大杞た 

1ぃし, 政府は, 公衆衛生行政を合理化するため，1883年，：疫病予防法 (Diseases Pre— tion Adt) を 

制定し，公立病院を一般fc解放し，公立病院から疾病食民の巣窟としての印象を払拭しためであ坫 

た。以上のように，イギリスにおいでは，公的扶助どしての救貧法の歴史は, ’相互保险(兰共括制度) 
•のそれと重なり合っており,そのことがまた社蜜政策どしての社会保険をもっとも早く発展させる 

こととなづた理由でもある。それでは社会政策と社会保険および社会事業は，それぞれ相互にどめ 

.ような関係に立つのであろうか。 .
社会政策と社会事業との関係につぃて，注目すべき見解をのべられている大河内一男氏は, r社 

•会事業は，社会政策と異なって，その要保護性をば,生産者たる資格とめ関速r おぃて問題と十るの 

ではなぐ，一般消費者としてのその資格において問題とする。社会政策は, その対象とx で坐產者 

としてとらえようとするものであるのに反し，社会事業においては , 資本主義め再生産の機檎から

■応脱落したぃわば経済秩序外的存在.と■してとらえられている」として，ここにこの両者の根本的 

差異が認められるとしている。 しかしここで問題であるのは,社会事業がその対象とする労働者階 

級が，どのような段階^>，どのような階層の労働者に属するかという点である。救貧法の歴史をみ;}i  
ば明らかなように，ぃわゆる被救恤的窮民をその対象とする政策をもって，.社会事業どするのであ 

-れば，その歴史はきわめて古いこととなる。だが独占資本主義段階においては, 社会事業め対象は， 

必ずしも被救恤的窮民として，いわゆる慈善事業め対象と一 致̂するものではなぃ。ナこしかに？丨，今政 

ボとしての.社会保険は，直接的に労働力保全に対忠するものであるのに反し, 社会事業は、 v、わば 

，生産過程からきり離された窮民層を対象とするものであることは，大河内氏の主_ する傭りである

注< 3 4 )小川苺一「イギリス社会政策史論j 有 斐 腳 15喷 。 ノ .ょ , ’
(35) P. Engels, Dio Lage der Arbeitenden Klasse litt England, Marx/Engels Werke, Bd. % S.'324 ffレ.:.弗 訳 （大月 

版全集）326頁以下参照。 . ，

( 3 6 ) ウエッブ关爽は，つぎのようにのべている，「このよ，にして, 19世紀中に，1846年の公衆衛生法の制走以後にと 

りわけ，贫笛にかか;B らず，ともに衛生上のサ一ヴイスを供与する地方官憲の国民的ひろがりをもつ地方宫庁網^ひ 

ろげつつもったのであり，車突次第に, 都市I*丨浩体およ“公衆術坐法の卞に設立された数千の独立の司法行政のくみ 

あわせのそれぞれを® じて，突资的にますます均一なもめとなったのを知るめである饱如攸and Beati-lde Webb, 
English Poor Law Histofy, Pt: The Last Hundred Years, London [Prank Cass and Co. LTD* 1963, p. 570)：

.(37) Sidney arid Beatrice Wobb, English P6or Law Poli6y, Ldhdon, 1963, p； 2131
ご( 3 8 ) 大河内一W r社会政策j 各論, 有 继 亂 19(50.

, - . ■  ...

— 15(2J/) ■一 一



が/ この£ とが，社会事業は社会政策とは無縁である，という意味であるとすれば，それば正しくな 

い。何故ならば, 近代的な老齢年金制度としての1908、年, イギリスめ無醵出老齢年金法は，救貧 

法の発展形態として理解されなければならないが, 独占資本主義段階においては，社会事業の対象 

は，必ずしも被救恤窮民として，いわゆる慈善事業の対象と一致するものではないことに注意され 

なければならない。その例としてわれわれは，イギリス失業保険における無契約給付〒過渡的給付 

の導入は，資本主義の一般的危機の段階における失業労働者の生活保障が，保険原理に立脚した社 

会保険（= 社会政策）のみでは確保されず，公 的 扶 助 （= 社会事業）の助けをかりなければならなか 

つたことを意味する。この場合，公的扶助は, r 定の制限のもとにおいてではあるが，受給者の権 

刺として考えられたのである。その意味では，従来の思想的 . 慈恵的な公的扶助とは,その性格を 

異にするものであり，その意味では，独占段階におけ令失業問題の深刻化は，その救済策におい 

•て，社会保険から社会事業へ0 転落の過程を導き出すとともに，その発展であるという/まさにユ 

重性を有するものとなった。かぐして宍業対策における社会保険原理の破綻こそが，近代的社会事 

業をもたらしたのであり，このイギリス失業保険の歴史のなかにこそ，社会保障制度の萌芽を厚出 

すことができるのである。

イギリスにおける社会保险制度は, 1911年の国民保険法によって,疾病保険制度とならんで失業保 

険制度が制定されたことにより，全く新しい時代を迎えることとなった。何故ならば，その特色と 

して，ここで社会政策が, 国民保険として，その対象をひとり労働者階級だけでなく，•イギリス国 

民全体に拡大したことであり，；いまひとつは， ドイツにおいてすでにそO 例を見出していた国家的| 
な失業保険制度にたいし，明らかに実験的な性格をもつとはいえ，世界に類例をみないところの失 

業保険制度を樹立したからである。すなわちまず，建築，造船，機械，車輛，製材など，履用の変 

動のはげしい諸産業め労働者約21 5万 （うち婦人穷働者1万人）を被保険者として発足し， 労働者な 

らびにその雇用主は，それぞれ週么 :5ペシスずつを酸出するとともに，国家はその合計額の1/3に柑
' (注 40) '

当する額を酿出すべきものとされた。このような失業保険制度と疾病保険法との統合としての国民 

保険制度の実現は，18如年以後の労働者階級9 勃興およびこれに対応する形での自由党の政策を背

独占資本主義段階における労働問題と社会政策(その2 )

• 注C 3 9 )与出征「社会保障•社会政策• 社会事業』社会政策学会年報第13集 「社会保障と最低貨金制j 所収，61頁をみよ。

(40) 1911年 の 「国民保険法案の第2 部に具体化された失業保険は，1905年から7 年にかけての救贫法にかんする王立委

貝会の少数者報告書の勧告にもとづくものであった* 当時は世界のどこにも国家的な強制失業保険は，類例がながっ 

た。熟練労働逍で組織されており，これによって失業手当を支払われていた1,500,OdO人の労働洛は, 1 9 世紀末から. 
201i•紀初頭にかけての慢性的な失槳の深刻化の2減 | に商而して，その給付は，穷磡渚の生活を保障するのにきわめて 

不充分となった:。これにたい，して政府は，サ ウ イ リ ァ ム • ベヴァリッジ. （Sir William. Beveridge) とサ~  • レ. 
ウイ.ン . スミス （Sir Lewellyi) S m it h )の合作であり，同じ法你の一部である「蚀康保険法」（Health. Insurance- ' A c t )に比べてはるかに实験的な性格をもつとの法你の制® に，とくにB everidgeをしても•力な役割を搌させたので

；； ある。往 Hナベきことは, 坊 1 次世界大戦中および戦後20年代のさまざまな体験を経て，1942年•ベヴァリッジ報倥

1 (Social Insurance and Allied Services, by ..Wi丨l〗am . Beveridge):.に站丨したこと.は注同されなければならないa
(Harold E. Raynea, Social Security in Britain, A History, 1957, p p ,189-190)。
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.熟占資本主義段階における労働問題と社会政策(その2 )
贵としてもっている。1 8 8 9 年のドック • ストライキを頂点とする新組合運動は，1873年恐慌には 

じまる 1 9 世紀末恐慌のなかで，クラフト• ュニオンが従来伝統的にその指導理念としてきた相互 

保険，団体交渉および法律制定の3 つの基本的政策に, 根本的な修正を迫ることとなづた。とくに 

慢性的な失業者の増大は，労働組合の相互共済制度を危機におとしいれ，またそうした危機の段階 

p は，社会保険そのものか社会事業化する危険性をはらみ，これにたいし,何らか抜本的な対策が 

たてられなければならず，もしこれを怠るならば，労働力の再生産およびその確保は,重大な障害 

に直面L なければならないことを意味していた。このような危機にもっとも敏感に反応したものこ 

そ，自由党左派のラディカルと呼ばれた人々であったことはすでに指摘したとおりである。

1906年，最低賃金制の4 業種における成立, そして 1S97年の疾病保険法，1犯1年における失業保 

険法の成立は，19世紀末から今世紀初頭にかけての「国民的最低限」 (national minimum) の思想の 

具体化にほかならなかったが，もしそうだとすれば，これを必然化したものは何であったろうか& 
独占資本主義段階における社会政策として，; 年の最低賃金法の成立，1 9 0 8年，無醵出による 

老齢年金制度の実現，1911年の国民失業保険の制定は，少くとも2 つの背景の下に生まれた !873 
年恐慌以来，急速な勢いで世界市場を麵し，その国民的な社会保険制度によつ て，労働者の間に国 

民的合意をうえつけるごとに成功し，その力を背景として，イ ギ リ ス 資本主義とならぶ強大な帝固主 

義国に転進しつつあったドイツ資本主義にたいし桔抗するためには,労働者階級の要求を先取りし 

社会政策を行うごとによって彼らの意識を体制側に結びつけることが，第一義的に重要なこレ > し 

て考えられたのである，

いまひとつ社会主義♦労^ j運動の影響が考えられなければならない。19世紀末に至って，社会主 

義運動に影響された労働者階級の運動は，フ：ビアン協会, 社会民主連盟,イギリス社会党およぴ独 

立党などのさまざまな派閥的な矛盾をはらみながら, 1900年に労働代表委員会を結成し, 1906年,労  

働党を出現させた。このような労働者階級の全体としての前進, とりわけ労働組合運動のクラフト• 

ュニ才ンから一般組合および産業別組合への組織の再編成によっ て衝撃をうけた自由党内閣け 一  

方において，タツフ•ヴエール鉄道会社の争議において出されたいわゆるタッフ•ヴュ 一ル判 決 （T a f f  

Vale J u d g em en t),そしてさらに 1 9 0 9 年，オスボーンの判決にみられるような反労働者的な判決に 

よって, 労働運動に弾圧を加えながら，他方，最低賃金法や国民保険法が成立したのは，ひとえに 

独占資本主義段階の矛盾を意識した自由党政府の危機意識のあらわれであったが, イギリスをして 

これを可能にしたのは，植民地を媒介とする爐大な超過利潤の流入が，これらを前能にしたといえ 

よう。実にこの点に，イギリス資本主義とドイツ資本主義における社会政策の運命の差異がみられ 

るのデ、ある。すなわち，邠世紀初頭, まさしく第1 次世界大戟の勃発を前にして,，ドイツ産業資本 

は，すでにその社会政策の費用を重大な産業負担と感じつつあったのにたいし，イギリス独占資太 

は，逆に ,これを充実させるととによって,労働者階級の耍求を先取りしたのである。この為につい
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ては，のちにぐわしく考察することとなるので，ここではごく簡単にふれておこ' う。
1如5年は，1879年および1886年〜 7 年の不況のときにあらわれ, やがて1919〜2 0年， 第 1 次 

大戦に至って決定的となった大量失業= 構造的失業が顕在化し,貧民救済委員会に救済を求める労 

働者の数は激増した。この労働者は労働党の支持者であり,当時また労働党は自由党に絶対多数を 

確保させた政党であったところから，1886年の規模での失業者の暴動の危険が感じられ，もはや旧 

来の救貧法をもってしては， この貧困の問題に対処しえないことは， もはや明らかとなった。そこ 

で，1905年，自由党政府は，救貧法にかんする玉立委員会をつくることとし，議長には， トーリー 

党の元大臣であったジョージ• ハミルトン（Sir George Hamilton)が任命された。

.，シ.ドニー •ゥヱッブの起草になる救貧法にかんする報告書は，わすかに’4 名の暑名しか又られな 

..かったため，「少数者報告書J (' Minority Report' ) とよばれた6 報告書は，人々か貧困におちいるこ . 
とになるさまざまな原因として，老齢，疾病，災害，精神病. 一家の働き手の喪失，家族を養うに 

足りぬ低賃金および失業をあげ，これにたいしては予防的な措置や救済が全国的規模と計画の下に 

とりくまれるべきであると主張したのであった》そしてその手段として，①老齢者にたいしては闺 

家年金制度 , • ②低賃金労働者にたいしては全国的規模での最低賃金法め制定; . ③失業にたいしては’ 
国家的もしくは地方的な公共事業政策によって対処する。④従って従来のような救貧法は，消滅す 

べきものであるとする。こめ少数者報告書のもつ根本的な考え方は，治療より予防に力を注ぐべき 

であるという観点であり，社会政策め観点から社会事業のもつ制約をうち破ろうとしたものであ^  
た。少数者報告書は，その作成者をみても明らかなように，社会主義的思想の影響を強くうけてい 

たことは認められるけれども，すぐれて社会政策的であり，1911年の国民保険法成立の童要な契機 

となったものであることは疑いえない。■
第 1 次大戦後，失業保険制度は, さらに軍需産業労働者およびその他の労働者にも拡大され,ま 

た 1920年 1 1月から実施された新たな失業保険法は，その適用範囲を拡大し，農業労働者，家事使 

用人，公務員および鉄道従業員などを除外して，年収 2 5 0ポンド以下のすべての労働者を包括する 

. に至り， 1 8歳以上の男子労働者にたいして，保険金は1 5 シリングに増額され，被保険者は一拠に 

1 ,5 0 0万人に増額されたのであった。（未完）

, 済学部教授)

, 独占資本主義段階における労働問題と社会政策(その2 )
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我国の法人税政策の変更に対する 

限界企業の刺益流出ビヘィビア

— M. S .フェルドスタインの検証の我国への適用_ _
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—. 、 ■ ' ' ' . ■
財政政肩の一環としての課税政策は，今日の資本主義経済社会で,：最近とみにその童要性をまし 

ており，景気の浮揚策又は抑制策に相当な影響力を及ぼしているのは衆知の通りである。

経済学においても，この財政政策を計量的に把握すること、は重肩な課題となづているし，これに 

倒^ る顧々の試みがなされている。そしてその場合，問題が複雑であるので，全体をマクロ的に分 

析する方法と色々な要因をミクロ的に分析する方法の両方がとられているのは貢うまでもない。

本論文は後者の一つの試みである。 , . ..
傘,業利益は，種々な形に和いて,.企寒外に流出するのはよく知られでいる。そしてこの流出する 

利益の量は，社会の経済活動に触知できる@ 大きく，その経済活動に及ぼす影響は，我々が，日常 

注意すれば気づかずにはいられないB
従ってこの企業利益の流出量が，かりに一国の経済政策によって，感知される程変化するとすれ 

ば，政策者である政府にとって企業利益の社外流出ビヘイビアは，他の経済現象同樣に関心をよせ 

ざるを得ない昝である。棄知の如く；それは，経済の成長と安定に少もからさ.る影響をもってぃ名 

からである，
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